
 

小
値
賀
町
議
会
第
三
回
定
例
会 

 
 

（
第
二
日
） 

  

一
、 
出 

席 

議 

員 
 
 
 
 

十 

四 

名 

 

 

一

番 
 
 
 
 

岩 
 

坪 
 

義 
 

光 
 
 

 

二

番 
 
 
 
 

伊

藤

忠

之 
 
 

 

三

番 
 
 
 
 

横

山

弘
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四
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立

石
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五
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黒
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政
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六
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坂

井
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七

番 
 
 
 
 

中

村

勝
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八

番 
 
 
 
 

山

本

徳

蔵 
 
 

 

九

番 
 
 
 
 

近

藤

一

輝 
 
 

 

十

番 
 
 
 
 

吉

元

二

夫 
 
 

 

十

一

番 
 
 
 
 

中

村

 

正 
 
 

 

十

二

番 
 
 
 
 

岩

永

守

義 
 
 

 

十

三

番 
 
 
 
 

柳

山

長

人 
 
 

 

十 

四 

番 
 
 
 
 

川

村

章

雄 
 
 

 

  



 
 

二
、
欠 

席 

議 

員 
 
 
 
 
 
 
 
 

な 

し 

   

三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

   

町

長 
 
 
 
 

近

藤

 

功 
 
 

 

助

役 
 
 
 
 

北 
 

村 
 

信 
 

吾 
 
 

 

収

入

役 
 
 
 
 

岩

坪

勝

義 
 
 

 

教

育

長 
 
 
 
 

坂

井

健

吾 
 
 

 

総

務

課

長 
 
 
 
 

松

永

一

誠 
 
 

 

住

民

課

長 
 
 
 
 

福

田

 

等 
 
 

 

農

林

課

長 
 
 
 
 

中

谷

 

功 
 
 

 

水

産

商

工

課

長 
 
 
 
 

神

川

 

清 
 
 

 

建

設

課

長 
 
 
 
 

西

 

浩

三 
 
 

 

税

務

課

長 
 
 
 
 

山

田

憲

道 
 
 

 

診

療

所

事

務

長 
 
 
 
 

大

黒

泰

三 
 
 

 
空
港
管
理
事
務
所
長 

 
 
 
 

筒 
 

井 
 

英 
 

敏 
 
 

 

教

育

次

長 
 
 
 
 

平

野

久

之 
 
 

  



   
四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

議

会

事

務

局

長 
 
 
 
 

三 
 

浦 
 

清 
 

敏 
 
 

 

議
会
事
務
局
書
記 

 
 
 
 

川 
 

口 
 

百 
 

合 
 
 

 

    

五
、
議 

事 

日 

程 

  
 
 
 

別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。 

           



 

議 
 
 

事 
 
 

日 
 
 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
三
回
定
例
会 

 

平
成
十
四
年
九
月
十
九
日
（
木
曜
日
） 

 

午
前
九
時
三
十
分 

 

開 

議 

 

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

横
山
弘
蔵
議
員 

・ 

立
石
隆
教
議
員 

） 

第 

二 
 

議
案
第
四
十
七
号 

平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

三 
 

議
案
第
四
十
八
号 

平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

四 
 

議
案
第
四
十
九
号 
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

五 
 

議
案
第
五
十
号 
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

六 
 

議
案
第
五
十
一
号 

平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

七 
 

議
案
第
五
十
二
号 

平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 
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午
前
九
時
三
十
分
開
議 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
、
十
四
名
で
す
。 

 
こ
れ
か
ら
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
三
番
・
横
山
弘
蔵
議
員
、
四
番
・
立
石
隆
教
議
員
を
指
名
し
ま
す
。 

 

日
程
第
二
、
議
案
第
四
十
七
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

議
案
第
四
十
七
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
、

ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
百
四
万
九
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
四
億
八
千
百
八
十
一
万
円
に
す
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書
に
よ
り
、
歳
入
か
ら
順
次
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

第
一
款
・
国
民
健
康
保
険
税
、
一
項
・
国
民
健
康
保
険
税
、
一
目
・
一
般
被
保
険
者
国
民
健
康
保
険
税
、
一
節
・
医
療
給
付
費
分
現
年
課
税
分

一
千
二
百
二
万
円
の
減
。
二
節
・
介
護
納
付
金
分
現
年
課
税
分
九
十
三
万
一
千
円
の
増
。
二
目
・
退
職
被
保
険
者
等
国
民
健
康
保
険
税
、
一
節
・

医
療
給
付
費
分
現
年
課
税
分
百
四
十
万
八
千
円
の
減
。
二
節
・
介
護
納
付
金
分
現
年
課
税
分
十
三
万
五
千
円
の
減
。
三
節
・
医
療
給
付
費
分
滞
納

繰
越
分
十
万
二
千
円
の
増
。
四
節
・
介
護
納
付
金
分
滞
納
繰
越
分
一
万
七
千
円
の
増
。 

 

今
回
の
補
正
で
、
国
民
健
康
保
険
税
が
一
億
四
千
三
百
六
十
二
万
三
千
円
と
な
り
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
平
成
十
四
年
度
当
初
の
課
税
標
準
額
が
決
定
し
、
国
保
運
営
協
議
会
の
答
申
を
受
け
、
医
療
給
付
費
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
三
年
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度
の
税
率
を
据
え
置
い
た
税
率
で
算
定
し
、
介
護
納
付
金
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
所
得
割
を
〇
・
九
〇
％
、
均
等
割
を
六
千
円
、
平
等
割
を
六
千

円
で
算
出
し
て
お
り
ま
す
。 

 
医
療
給
付
費
分
の
全
体
の
各
税
額
を
前
年
度
当
初
と
比
較
し
ま
す
と
、
所
得
割
額
で
一
千
五
百
五
十
四
万
八
千
四
百
八
十
一
円
、
十
七
・
〇
六
％

の
減
。
均
等
割
額
で
百
三
十
六
万
四
千
円
、
二
・
五
〇
％
の
減
。
平
等
割
額
で
同
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

介
護
納
付
金
分
で
は
所
得
割
額
で
百
四
十
五
万
二
千
八
百
七
十
八
円
、
二
五
・
一
五
％
の
増
。
均
等
割
額
で
三
十
九
万
三
千
六
百
円
、
八
・
六

二
％
の
増
。
平
等
割
額
で
二
十
三
万
六
千
四
百
円
、
七
・
七
六
％
増
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

第
三
款
・
国
庫
支
出
金
、
一
項
・
国
庫
負
担
金
、
二
目
・
療
養
給
付
費
負
担
金
、
一
節
・
現
年
度
分
二
十
八
万
四
千
円
の
増
額
で
す
が
、
平
成

十
四
年
度
の
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
確
定
に
伴
い
ま
す
追
加
補
正
で
、
一
般
被
保
険
者
に
係
る
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
四
〇
％
が
交
付

さ
れ
る
も
の
で
す
。 

 

第
四
款
、
一
項
、
一
目
・
療
養
給
付
費
交
付
金
、
一
節
・
現
年
度
分
百
四
十
四
万
四
千
円
の
増
額
は
、
平
成
十
四
年
度
の
退
職
被
保
険
者
等
分

国
保
税
当
初
課
税
額
の
確
定
、
平
成
十
四
年
度
の
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
確
定
に
伴
い
ま
す
追
加
補
正
で
、
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
、
保

険
給
付
費
と
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
二
分
の
一
の
合
計
か
ら
退
職
分
の
国
保
税
を
差
し
引
い
た
額
が
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。 

 

第
八
款
、
一
項
・
繰
越
金
、
一
目
・
一
般
被
保
険
者
繰
越
金
二
千
六
百
八
十
一
万
五
千
円
、
二
目
・
退
職
被
保
険
者
等
繰
越
金
五
百
一
万
九
千

円
、
そ
れ
ぞ
れ
増
額
で
前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
は
四
千
百
八
十
三
万
五
千
六
百
六
十
二
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

次
に
歳
出
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
七
節
・
賃
金
六
十
四
万
二
千
円
の
減
。
十
三
節
・
委
託
料
五
十
五
万
円
は
、

レ
セ
プ
ト
整
理
臨
時
職
員
を
十
一
月
よ
り
委
託
職
員
に
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
よ
る
組
替
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
二
款
・
保
険
給
付
費
の
各
項
目
に
歳
入
の
第
四
款
・
療
養
給
付
費
交
付
金
の
補
正
に
よ
る
財
源
の
組
替
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
三
款
・
老
人
保
健
拠
出
金
、
一
目
・
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
、
十
九
節
・
負
担
金
、
補
助
及
び
交
付
金
九
百
六
十
五
万
円
は
、
前
々
年
度
、

平
成
十
二
年
度
の
老
人
保
健
医
療
費
が
算
定
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
、
こ
れ
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
目
・
老
人
保
健
事
務
費
拠

出
金
二
十
三
万
九
千
円
の
減
額
は
、
平
成
十
四
年
度
の
国
保
加
入
者
見
込
数
な
ら
び
に
老
人
審
査
支
払
件
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
価
を
乗
じ
た
も

の
を
加
え
て
算
出
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
数
値
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
四
款
、
一
項
、
一
目
・
介
護
納
付
金
四
十
万
一
千
円
の
減
額
は
、
前
々
年
度
、
平
成
十
二
年
度
の
介
護
納
付
金
額
が
算
定
の
基
礎
と
な
る
も
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の
で
、
こ
れ
の
確
定
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
第
六
款
・
保
健
事
業
費
、
二
項
・
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
事
業
費
、
一
目
・
施
設
管
理
費
、
十
二
節
・
役
務
費
五
千
円
の
増
額
は
、
訪
問
指
導
車

の
買
い
替
え
に
か
か
る
自
動
車
損
害
保
険
料
の
増
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
九
款
・
諸
支
出
金
、
一
項
・
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
、
一
目
・
一
般
被
保
険
者
償
還
金
、
二
十
三
節
・
償
還
金
、
利
子
及
び
割
引
料
六
百

五
万
二
千
円
は
十
三
年
度
の
一
般
被
保
険
者
の
医
療
費
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
療
養
給
付
費
負
担
金
の
実
績
に
基
づ
き
、
国
へ
償
還
す
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。
二
目
・
退
職
被
保
険
者
等
償
還
金
、
二
十
三
節
・
償
還
金
、
利
子
及
び
割
引
料
五
百
二
万
円
は
、
退
職
被
保
険
者
等
の
医
療
費
に

対
す
る
医
療
給
付
費
交
付
金
の
実
績
に
基
づ
き
、
支
払
基
金
へ
返
還
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
十
款
・
予
備
費
百
五
万
四
千
円
を
増
額
し
、
予
備
費
総
額
を
八
百
六
十
万
四
千
円
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

第
一
款
・
国
民
健
康
保
険
税 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

な
い
よ
う
で
す
の
で
、
次
に
移
り
ま
す
。 

第
三
款
・
国
庫
支
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

次
に
移
り
ま
す
。 

 

第
四
款
・
療
養
給
付
費
交
付
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
八
款
・
繰
越
金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立

石

議

員 

四
番
（
立
石
隆
教
） 

こ
の
繰
越
金
に
つ
い
て
は
、
決
算
の
質
疑
の
時
に
お
そ
ら
く
た
く
さ
ん
意
見
が
出
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
多
い
で
す

ね
。
か
な
り
多
い
で
す
ね
。
あ
わ
せ
て
四
千
百
万
。
こ
れ
が
、
昨
年
の
同
期
の
レ
ベ
ル
か
ら
し
て
も
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
部
分
が
繰
り
越
し
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部
分
が
で
す
ね
、
き
ち
っ
と
少
な
い
額
に
な
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
簡
単
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
分
か
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も

ち
ょ
っ
と
今
年
多
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
内
訳
を
説
明
し
て
下
さ
い
。 

 
そ
れ
か
ら
、
国
保
の
協
議
会
に
お
い
て
、
先
程
第
一
款
で
も
出
て
る
よ
う
に
、
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
税
率
の
で
す
ね
、
改
正
を
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
そ
の
点
で
若
干
予
算
よ
り
も
不
足
分
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
こ
う
い
う
税
率
に
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

時
に
不
足
分
に
つ
い
て
は
、
基
金
の
取
り
崩
し
を
と
い
う
説
明
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
補
正
予
算
に
は
基
金
の
取
り
崩
し
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ
ら
辺
の
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
な
お
考
え
な
の
か
、
そ
こ
も
あ
わ
せ
て
お
伺
い
を
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

お
答
え
し
ま
す
。 

 

繰
越
金
の
増
に
つ
き
ま
し
て
は
、
透
析
の
患
者
が
三
名
お
り
ま
し
た
。
そ
の
方
が
三
名
と
も
亡
く
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
減
と
、
医
療
費

が
で
す
ね
、
前
年
度
に
比
べ
ま
す
と
後
期
の
方
が
医
療
費
が
下
が
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
分
が
繰
越
金
の
増
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

基
金
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
度
補
正
が
出
て
一
般
会
計
か
ら
繰
入
れ
す
る
場
合
は
基
金
の
方
か
ら
取
り
崩
し
て
出
す
よ
う
に
な
る
と
思

い
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

立

石

議

員 

四
番
（
立
石
隆
教
） 

昨
日
ち
ょ
っ
と
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
予
算
と
い
う
の
は
大
体
全
体
像
を
描
い
て
で
す
ね
、
そ
れ
で
足
り
な
い
と
す
る

と
ど
っ
か
ら
そ
の
お
金
を
も
っ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
を
や
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
現
時
点
で
は
、
大
丈
夫
だ
と
い
う
決
断
だ
ろ
う
な
と
私
は
こ
れ

思
っ
た
ん
で
、
繰
越
金
も
け
っ
こ
う
あ
る
し
と
い
う
こ
と
よ
う
な
こ
と
か
な
と
。
後
で
足
ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
そ
う
し
ま
す
と
い
う
の
が
予
算

な
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
は
も
う
言
い
ま
せ
ん
。 

 

繰
越
金
の
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
透
析
の
患
者
さ
ん
、
当
然
お
金
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
お
り
ま
す
が
、
三
人
同
時
期
に
亡

く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
頃
最
後
の
方
は
亡
く
な
ら
れ
た
ん
で
す
か
。
何
月
頃
で
す
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
相

当
こ
の
被
保
険
者
の
で
す
ね
、
給
付
の
分
が
か
な
り
、
表
現
の
仕
方
は
悪
い
ん
で
す
け
ど
、
少
し
浮
く
な
あ
と
い
う
ふ
う
に
判
断
で
き
な
い
ほ
ど
、

年
度
末
の
ぎ
り
ぎ
り
に
な
っ
て
三
人
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
時
期
的
に
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

お
答
え
し
ま
す
。 
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一
名
の
方
は
七
月
に
亡
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
と
二
名
の
方
が
ち
ょ
っ
と
時
期
が
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
と
で
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

 
見
積
も
り
が
、
見
込
み
が
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
医
療
費
が
こ
ん
な
に
後
期
に
下
が
る
と
見
積
も
り
が
で
き

な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

立

石

議

員 

四
番
（
立
石
隆
教
） 

決
算
の
折
に
ま
た
詳
し
く
や
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
の
よ
う
な
話
で
あ
れ
ば
で
す
ね
、
当
然
そ
の
前

も
っ
て
で
す
ね
、
予
測
が
立
つ
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
ろ
う
と
、
た
だ
そ
の
時
に
会
計
上
の
処
理
を
怠
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は

思
っ
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
明
日
の
た
め
に
答
弁
を
考
え
て
お
い
て
下
さ
い
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横

山

議

員 

三
番
（
横
山
弘
蔵
） 

一
目
の
で
す
ね
、
一
般
管
理
費
の
説
明
で
で
す
ね
、
臨
時
雇
い
を
委
託
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
臨
時
で

済
ん
で
い
た
こ
と
が
今
度
委
託
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
忙
し
く
な
っ
た
と
か
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

レ
セ
プ
ト
点
検
の
為
に
臨
時
職
員
を
雇
っ
て
お
り
ま
す
。
半
年
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
度
、
委
託
職
員
と
し
て
雇

う
よ
う
に
い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
の
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

横

山

議

員 

三
番
（
横
山
弘
蔵
） 

臨
時
を
委
託
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
経
費
の
削
減
と
か
で
す
ね
、
そ
れ
と
も
そ
の
仕
事
が
も
っ
と
深
ま
る
と
か
で
す

ね
、
何
か
明
確
な
委
託
に
す
る
理
由
は
あ
る
か
ど
う
か
で
す
ね
、
そ
れ
に
つ
い
て
ご
説
明
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

総

務

課

長 

総
務
課
長
（
松
永
一
誠
） 

委
託
に
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
私
の
方
か
ら
お
答
え
を
い
た
し
ま
す
。 

 

公
務
員
法
に
よ
っ
て
で
す
ね
、
一
年
間
は
臨
時
で
い
い
ん
で
す
が
、
一
年
を
過
ぎ
ま
す
と
臨
時
で
は
い
け
な
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
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お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
だ
半
年
過
ぎ
た
ば
か
り
で
す
が
、
一
応
半
年
間
様
子
を
み
ま
し
て
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
支
障
が
な
い
よ
う
で

あ
れ
ば
、
委
託
に
し
よ
う
と
い
う
ふ
う
な
申
し
合
わ
せ
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
委
託
に
す
る
わ
け
で
す
が
、
臨
時
の
と
き
の

賃
金
と
委
託
料
に
つ
い
て
は
、
大
体
同
額
程
度
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
経
費
の
増
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
保
険
料
が
幾
分
増
え
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
う
経
費
的
に
は
上
回
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
臨
時
を
長
期
に
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
理

由
で
委
託
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

九
時 

 

五
十
三
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

九
時 

 

五
十
四
分 

― 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

再
開
し
ま
す
。 

 

次
に
移
り
ま
す
。 

 

第
二
款
・
保
険
給
付
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

次
に
移
り
ま
す
。 

 

第
三
款
・
老
人
保
健
拠
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
四
款
・
介
護
納
付
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
六
款
・
保
健
事
業
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
九
款
・
諸
支
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
十
款
・
予
備
費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒

崎

議

員 
五
番
（
黒
崎
政
美
） 

予
備
費
の
補
正
財
源
が
一
般
財
源
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
非
常
に
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
で
一
般
財
源
か
ら
ま
で
も
っ

て
き
て
、
予
備
費
に
で
す
よ
、
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
、
将
来
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
。
今
ま
で
国
保
税
の
予
備
費
と
い
う
の
は
、

ほ
と
ん
ど
基
金
の
積
立
て
に
も
っ
て
い
く
と
。
そ
れ
程
う
ち
は
小
値
賀
町
は
余
裕
の
あ
る
財
政
じ
ゃ
な
か
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
一
般
財
源
か
ら
も

っ
て
き
て
返
し
て
く
れ
る
の
な
ら
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
ま
ま
基
金
に
積
立
て
と
る
と
。
経
常
収
支
比
率
な
ん
て
何
％
も
下
が
り
ま
す
よ
。

だ
か
ら
、
も
っ
て
き
た
主
な
理
由
、
ど
う
し
て
も
一
般
財
源
か
ら
こ
の
く
ら
い
の
金
が
要
る
ん
だ
と
。
は
っ
き
り
し
た
理
由
が
あ
れ
ば
で
す
ね
、

あ
あ
そ
う
で
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
主
な
理
由
を
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 
予
備
費
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
保
の
予
備
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
保
険
給
付
費
の
三
％
を
予
備
費
に
計
上
し

な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
指
導
を
受
け
て
お
り
ま
し
て
、
三
％
に
な
り
ま
す
と
、
八
百
七
十
八
万
二
千
円
に
な
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、

今
度
百
五
万
四
千
補
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
八
百
六
十
万
四
千
円
を
計
上
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

黒

崎

議

員 

五
番
（
黒
崎
政
美
） 

だ
か
ら
、
三
％
を
予
備
費
に
も
っ
て
き
な
さ
い
と
い
う
、
そ
の
大
き
な
理
由
で
す
た
い
な
、
私
が
聞
い
て
い
る
の
は
。
そ

の
予
備
費
に
も
っ
て
っ
て
、
予
備
費
そ
の
ま
ま
使
わ
ん
で
余
っ
た
ら
基
金
に
積
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
書
い
と
ら
ん
で
し
ょ
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

お
答
え
し
ま
す
。 

 

九
月
の
三
日
に
県
の
指
導
、
助
言
が
あ
り
ま
し
て
、
指
導
を
受
け
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
県
か
ら
二
名
の
職
員
が
来
て
そ
の
時
に

も
指
摘
さ
れ
、
言
わ
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
一
応
医
療
費
の
増
減
が
あ
り
ま
す
の
で
、
三
％
は
計
上
し
と
っ
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と
を
指
導
を
受
け

て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

黒

崎

議

員 

五
番
（
黒
崎
政
美
） 

県
の
指
導
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、
経
常
収
支
比
率
が
七
〇
％
だ
っ
た
か
な
、
が
適
当
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
き
に
う

ち
は
九
〇
％
を
越
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
基
金
の
国
保
の
一
般
財
源
の
繰
り
出
し
が
な
か
っ
た
ら
八
〇
％
代
に
落
ち
る
の
は
間
違
い
な

か
と
で
す
、
国
保
だ
け
で
。
そ
の
面
と
の
兼
ね
合
い
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。
住
民
課
長
で
け
っ
こ
う
で
す
。 
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議
長
（
川
村
章
雄
） 

住

民

課

長 
住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

兼
ね
合
い
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
で
す
ね
、
医
療
費
に
つ
き
ま
し
て
も
い
つ
な
ん
か
風
邪
と
か
い
ろ
い
ろ

発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
ま
た
、
突
発
的
な
事
故
も
起
こ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
兼
ね
合
い
も
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
そ

こ
の
と
こ
で
補
助
、
予
備
費
に
で
す
ね
、
計
上
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

黒

崎

議

員 

五
番
（
黒
崎
政
美
） 

い
つ
も
そ
の
突
発
的
な
な
ん
だ
か
ら
と
、
私
が
議
員
に
な
っ
て
以
来
、
そ
う
い
う
答
弁
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の

現
在
ま
で
の
在
籍
中
に
そ
う
い
う
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
予
備
費
を
使
っ
て
い
い
と
こ
ろ
で
も
使
わ
な
く
て
他
に
補
正
で
持
っ
て

く
る
と
。
毎
年
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
予
備
費
を
使
い
な
さ
い
と
言
っ
て
も
、
予
備
費
は
そ
の
ま
ま
お
い

と
っ
て
使
わ
ん
で
と
い
う
こ
と
で
す
た
い
な
。
だ
か
ら
、
総
務
課
長
に
質
問
し
て
も
お
そ
ら
く
答
弁
は
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ん
で
、
さ

っ
き
住
民
課
長
で
け
っ
こ
う
で
す
と
言
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
納
得
い
く
よ
う
な
答
弁
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
れ
だ
け
で
は
、
ち
ょ
っ
と
納
得
し
か
ね
ま
す
ね
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十
時 

 

三
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
時 

十
五
分 

― 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

予
備
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
突
発
的
な
事
故
が
あ
り
ま
し
た
と
き
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

あ
と
、
立
石
議
員
の
質
問
に
答
弁
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
答
え
し
ま
す
。 

 

一
名
は
昨
年
の
十
三
年
の
八
月
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
一
名
が
今
年
度
の
三
月
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

立

石

議

員 

四
番
（
立
石
隆
教
） 

発
言
の
訂
正
を
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

 

馬
の
耳
に
念
仏
と
言
い
ま
す
か
、
な
か
な
か
お
分
か
り
に
な
っ
て
い
た
だ
か
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
折
に
き
ち
ん
と
正
式
に
お
話
を
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
地
方
交
付
税
法
と
い
う
の
を
大
き
な
改
革
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
前
か
ら
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
も
、
県
と
市
町
村
は
同

格
で
あ
り
ま
し
て
、
け
っ
し
て
先
生
と
生
徒
の
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
指
導
を
受
け
る
立
場
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
格
と
い
う
の
は
友
達
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関
係
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
い
い
で
す
。
そ
の
友
達
か
ら
私
指
導
を
受
け
ま
し
た
と
言
い
ま
す
か
、
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
助
言
を
頂
く
ん
で
す

よ
。
指
導
で
は
な
く
て
助
言
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
助
言
を
頂
い
た
ら
先
程
の
議
論
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
三
％
を
も
っ
て
お
く
べ
き
で
す
よ
と
言

っ
た
ら
、
な
ぜ
で
す
か
と
、
ど
う
い
う
理
由
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
今
の
答
弁

で
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
な
ん
で
す
と
。
自
分
達
が
理
解
し
た
ら
、
そ
の
通
り
答
え
れ
ば
い
い
と
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
先
程
の

県
か
ら
指
導
を
受
け
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
、
私
達
は
一
つ
の
自
治
体
と
し
て
立
派
に
独
立
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

従
っ
て
、
指
導
を
受
け
る
立
場
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
県
の
仕
事
を
し
て
い
る
な
ら
別
で
す
よ
。
国
保
は
我
々
の
市
町
村
の
レ
ベ
ル
の

自
治
体
の
問
題
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
県
か
ら
指
導
を
受
け
る
筋
合
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
先
程
の
答
弁
は
助
言
の
間
違
い
で
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 
さ
っ
き
、
答
弁
を
い
た
し
ま
し
た
県
の
指
導
・
助
言
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
後
は
気
を
つ
け
て
、
助
言
と
言

う
こ
と
で
、
気
を
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

次
に
移
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
十
七
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
十
七
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
三
、
議
案
第
四
十
八
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

議
案
第
四
十
八
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
、
ご
説

明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
補
正
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
五
百
九
十
八
万
五
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
億
六
千
十
三
万
円
に
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書
に
よ
り
、
歳
入
か
ら
順
次
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

第
一
款
・
支
払
基
金
交
付
金
、
一
項
・
支
払
基
金
交
付
金
、
一
目
・
医
療
費
交
付
金
、
二
節
・
過
年
度
分
六
十
二
万
円
の
増
額
は
、
支
払
い
基

金
交
付
金
の
前
年
度
医
療
費
の
実
績
に
基
づ
く
も
の
で
、
交
付
金
の
不
足
分
が
追
加
交
付
さ
れ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
二
款
・
国
庫
支
出
金
、
一
項
・
国
庫
負
担
金
、
一
目
・
医
療
費
負
担
金
、
二
節
・
過
年
度
分
百
六
十
七
万
八
千
円
の
増
額
は
、
国
庫
支
出
金

の
前
年
度
医
療
費
の
実
績
に
基
づ
く
も
の
で
、
負
担
金
の
不
足
分
が
追
加
交
付
さ
れ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
三
款
・
県
支
出
金
、
一
項
・
県
負
担
金
、
一
目
・
医
療
費
負
担
金
、
二
節
・
過
年
度
分
二
十
一
万
九
千
円
の
増
額
は
、
県
支
出
金
の
前
年
度

医
療
費
の
実
績
に
基
づ
く
も
の
で
、
負
担
金
の
不
足
分
が
追
加
交
付
さ
れ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
五
款
・
繰
越
金
、
一
項
・
繰
越
金
、
一
目
・
前
年
度
繰
越
金
、
一
節
・
前
年
度
繰
越
金
三
百
四
十
六
万
八
千
円
の
増
額
は
、
前
年
度
か
ら
の

繰
越
金
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
歳
出
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
九
節
・
旅
費
二
万
六
千
円
の
増
額
は
、
老
人
医
療
費
の
改
正
に
伴
う
説
明

会
分
に
係
る
旅
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
第
三
款
・
諸
支
出
金
、
一
項
・
償
還
金
、
一
目
・
償
還
金
九
万
一
千
円
の
増
額
は
、
前
年
度
医
療
費
事
務
費
交
付
金
の
実
績
の
基
づ
く
も
の
で
、

支
払
基
金
へ
返
還
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
三
款･

諸
支
出
金
、
二
項
・
繰
出
金
、
一
目
・
一
般
会
計
繰
出
金
五
百
八
十
六
万
八
千
円
の
増

額
は
、
前
年
度
の
国
・
県
定
率
負
担
金
の
不
足
分
を
一
般
会
計
よ
り
繰
入
れ
予
算
計
上
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
分
を
一
般
会
計
へ
返

納
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
、
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
一
款
・
支
払
基
金
交
付
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
二
款
・
国
庫
支
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
三
款
・
県
支
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
五
款
・
繰
越
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
三
款
・
諸
支
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

黒

崎

議

員 
五
番
（
黒
崎
政
美
） 

歳
出
の
一
般
管
理
費
、
旅
費
で
二
万
六
千
円
補
正
し
て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
百
十
九
万
八
千
円
残
っ
て
お
り
ま
す
。
な
ぜ
、

今
回
の
補
正
で
二
万
六
千
円
の
旅
費
を
予
算
で
補
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ま
だ
後
で
も
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
第
四
次
補

正
で
も
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
る
い
は
な
く
な
っ
た
ら
そ
の
時
点
で
補
正
を
組
ん
で
も
よ
ろ
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思

い
ま
す
が
、
二
万
六
千
円
の
旅
費
を
今
回
補
正
し
た
理
由
を
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

旅
費
の
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
当
初
六
万
円
旅
費
を
組
ん
で
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
度
老
人
医
療
の
改

正
が
あ
り
ま
し
て
、
旅
費
が
不
足
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
二
万
六
千
円
を
計
上
し
て
、
八
万
六
千
円
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

黒

崎

議

員 

五
番
（
黒
崎
政
美
） 

だ
か
ら
、
改
正
に
な
っ
た
こ
と
も
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
旅
費
は
ま
だ
増
え
る
か
も
分
か
ら
な
い
。
突

発
的
な
こ
と
が
で
き
て
出
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
行
か
ん
で
も
い
い
よ
う
な
事
態
が
起
き
て
く
る
か
も
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
今
の
時
期

じ
ゃ
な
く
し
て
、
ま
だ
先
に
な
っ
て
補
正
組
ん
で
も
良
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
私
は
質
問
し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

は
い
、
十
二
月
で
も
三
月
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
前
年
度
も
実
績
を
み
て

み
ま
す
と
、
も
う
改
正
の
後
は
旅
費
も
そ
う
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
度
か
ら
も
う
二
万
六
千
円
は
不
足
す
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

実
際
の
旅
費
は
、
八
万
六
千
円
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 
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討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
十
八
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
十
八
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
四
十
九
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
福
田 

等
） 

議
案
第
四
十
九
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
ご
説
明

い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
補
正
は
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
九
百
九
万
六
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
三
億
一
千
百
三
十

九
万
六
千
円
に
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書
に
よ
り
、
歳
入
か
ら
順
次
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
歳
入
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

第
七
款
・
繰
入
金
、
二
項
・
基
金
繰
入
金
、
二
目
・
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
五
十
九
万
円
の
増
は
、
平
成
十
三
年
度
介
護
保
険
事
業
の
決
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算
に
よ
り
、
保
険
給
付
費
に
財
源
不
足
が
生
じ
、
そ
の
不
足
分
の
五
十
九
万
円
を
、
介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
よ
り
繰
入
れ
す
る
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 
第
十
二
款
・
繰
越
金
、
一
項
・
繰
越
金
、
一
目
・
前
年
度
繰
越
金
八
百
五
十
万
六
千
円
の
増
は
、
平
成
十
三
年
度
介
護
保
険
事
業
の
決
算
に
よ

る
、
前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
歳
出
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
四
十
五
万
円
の
増
は
、
十
八
節
・
備
品
購
入
費
の
増
額
で
あ
り
、
こ
れ
は
離

島
等
サ
ー
ビ
ス
確
保
対
策
事
業
に
係
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
と
い
た
し
ま
し
て
、
入
浴
用
バ
ス
リ
フ
ト
一
式
、
簡
易
担
架
浴
槽
一
式
、
シ
ャ
ワ
ー

ベ
ン
チ
二
台
を
購
入
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
二
款
・
保
険
給
付
費
、
一
項
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
、
一
目
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
に
つ
き
ま
し
て
は
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
か
ら

の
繰
入
金
に
よ
り
ま
す
財
源
の
組
替
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

第
六
款
・
諸
支
出
金
、
一
項
・
償
還
金
、
一
目
・
償
還
金
の
五
百
七
十
九
万
七
千
円
の
増
額
は
、
平
成
十
三
年
度
介
護
給
付
費
事
業
実
績
に
伴

う
国
・
県
へ
の
介
護
給
付
費
負
担
金
等
の
償
還
金
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
主
な
内
容
と
し
て
、
国
へ
の
介
護
給
付
費
負
担
金
の
償
還
金
百
四
十
四

万
九
千
円
、
県
へ
の
介
護
給
付
費
負
担
金
の
償
還
金
九
十
万
六
千
円
、
社
会
保
険
支
払
基
金
へ
の
介
護
給
付
費
交
付
金
の
償
還
金
三
百
一
万
二
千

円
、
そ
の
他
、
財
政
調
整
交
付
金
等
へ
の
償
還
金
四
十
三
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
項
・
繰
出
金
、
一
目
・
一
般
会
計
繰
出
金
の
二
百
八
十
四
万

九
千
円
の
増
額
は
、
平
成
十
三
年
度
介
護
給
付
費
事
業
実
績
に
伴
う
、
一
般
会
計
へ
の
介
護
給
付
費
負
担
金
分
の
返
還
金
と
し
て
九
十
万
五
千
円
、

事
務
費
分
の
返
還
金
と
し
て
百
九
十
四
万
四
千
円
を
一
般
会
計
へ
繰
出
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
七
款
・
繰
入
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
十
二
款
・
繰
越
金 
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（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 
第
一
款
・
総
務
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
二
款
・
保
険
給
付
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
第
六
款
・
諸
支
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
十
九
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
十
九
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。 

 
し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十
時 

 
 

四
十
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十
時 

 

五
十
二
分 

― 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

再
開
し
ま
す
。 

 

日
程
第
五
、
議
案
第
五
十
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建

設

課

長 

建
設
課
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
五
十
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
提
案
理
由
を
ご
説

明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
補
正
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
百
八
十
八
万
九
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
一
億
六
千
四
百
八
十
八
万
九
千
円
と
す
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
歳
入
と
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
二
百
八
十
八
万
八
千
円
の
計
上
が
、
歳
出
で
は
修
繕
料
の
計
上
が
主
な
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
歳
入
よ
り
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

歳
入
で
は
、
五
款
、
一
項
、
一
目
・
繰
越
金
で
前
年
度
繰
越
金
二
百
八
十
八
万
八
千
円
の
追
加
計
上
は
、
十
三
年
度
の
予
算
と
決
算
を
比
較
し

ま
す
と
、
約
百
二
十
万
円
の
増
収
が
あ
り
、
ま
た
歳
出
で
予
備
費
を
含
め
、
約
百
七
十
万
円
の
不
用
額
が
生
じ
た
た
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

八
款
、
一
項
、
一
目
・
雑
入
は
費
目
設
置
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

歳
出
で
は
、
第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
四
節
・
共
済
費
一
万
六
千
円
の
計
上
は
、
水
道
会
計
と
し
て

六
月
補
正
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
今
回
共
済
組
合
の
負
担
金
を
追
加
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
十
一
節
・
需
用
費
二
百
二
十
二
万
二
千
円
の
内
訳

は
、
落
雷
事
故
に
よ
る
計
装
施
設
の
修
理
費
そ
の
他
の
修
理
費
の
計
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
二
節
・
役
務
費
で
は
水
質
検
査
の
年
間
契
約
を
締
結
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し
た
結
果
、
差
額
が
出
ま
し
た
の
で
、
三
十
七
万
四
千
円
を
減
額
補
正
し
て
お
り
ま
す
。
十
八
節
・
備
品
購
入
費
三
十
四
万
七
千
円
の
計
上
は
、

前
方
福
善
寺
前
の
坂
水
源
地
の
深
井
戸
用
ポ
ン
プ
一
台
の
購
入
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
目
・
消
費
税
の
計
上
は
、
十
三
年
度
に
か
か
る
消
費
税
を

当
初
予
算
で
見
込
み
計
上
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
精
算
の
結
果
、
十
三
年
度
分
の
消
費
税
の
申
告
額
に
不
足
が
生
じ
ま
し
た
の
で
、
三
千
円
追
加

補
正
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
一
項
・
総
務
管
理
費
で
二
百
二
十
一
万
四
千
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
七
千
百
八
十
五
万
二
千
円
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

四
款
、
一
項
、
一
目
・
予
備
費
を
六
十
七
万
五
千
円
追
加
し
、
予
備
費
総
額
を
百
四
十
五
万
九
千
円
と
し
、
補
正
後
の
小
値
賀
町
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
一
億
六
千
四
百
八
十
八
万
九
千
円
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
五
款
・
繰
越
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
八
款
・
諸
収
入 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
四
款
・
予
備
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立

石

議

員 

四
番
（
立
石
隆
教
） 

総
務
管
理
費
の
一
目
で
す
が
、
十
二
節
の
役
務
費
で
水
質
検
査
手
数
料
、
年
間
の
説
明
で
年
間
契
約
の
交
渉
で
で
す
ね
、

減
額
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
年
間
契
約
と
い
う
形
は
と
っ
て
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
と
っ
て
た
と
す
れ
ば
、
か
な
り
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一
生
懸
命
交
渉
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
い
う
や
り
方
で
下
げ
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
伺
い
を
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

建

設

課

長 

建
設
課
長
（
西 

浩
三
） 

こ
の
水
質
検
査
は
、
毎
年
年
間
契
約
で
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
予
算
で
は
で
す
ね
、
前
年
度
並
み
と
い
う
こ
と
で
ま

だ
契
約
が
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
前
年
度
並
み
で
組
ん
で
お
り
ま
し
て
二
百
四
十
五
万
七
千
円
を
計
上
し
と
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど

も
、
こ
れ
は
手
数
料
が
で
す
ね
、
科
目
を
減
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
手
数
料
自
体
が
下
が
っ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
二
百
八
万
三
千
円

で
契
約
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
我
々
が
特
別
努
力
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
五
十
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
五
十
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 
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日
程
第
六
、
議
案
第
五
十
一
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建

設

課

長 

建
設
課
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
五
十
一
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
提
案
理
由
を
ご
説

明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
補
正
は
、
職
員
の
結
婚
に
よ
り
ま
す
職
員
手
当
の
変
更
及
び
下
水
道
料
金
シ
ス
テ
ム
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
の
委
託
料
の
計
上
が
主

な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
示
し
ま
す
と
お
り
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
に
そ
れ
ぞ
れ
二
百
十
八
万
八
千
円

を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
六
億
四
百
十
八
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
補
正
予
算
の
内
容
を
説
明
書
の
事
項
別
明
細
書
、
歳
入
よ
り
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

五
款
、
一
項
、
一
目
・
繰
越
金
で
二
百
十
八
万
八
千
円
の
増
額
計
上
は
、
十
三
年
度
よ
り
の
繰
越
金
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
合
計
で
四
百
八
万
八

千
円
と
多
額
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
主
な
原
因
と
し
ま
し
て
は
、
十
三
年
度
の
施
設
整
備
費
で
町
単
独
工
事
に
か
か
る
設
計
委
託
料
及
び

下
水
道
管
渠
工
事
で
不
用
額
が
生
じ
た
た
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

歳
出
で
は
、
第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
三
、
四
節
の
増
額
は
、
県
派
遣
職
員
の
結
婚
に
伴
う
住
居
手

当
等
の
追
加
計
上
ほ
か
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
三
節
・
委
託
料
百
万
八
千
円
を
計
上
。
下
水
道
料
金
シ
ス
テ
ム
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
島
地
区
の
場

合
は
、
従
来
か
ら
水
道
使
用
水
量
と
連
動
さ
せ
、
ま
た
、
水
道
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
下
水
道
料
金
を
計
算
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
ご
承
知
の
よ

う
に
、
前
方
地
区
で
は
井
戸
水
を
使
用
す
る
方
が
新
た
に
出
て
き
た
関
係
も
あ
り
、
今
回
下
水
道
料
金
シ
ス
テ
ム
を
大
幅
に
改
良
す
る
必
要
が
生

じ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
現
在
の
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
票
の
表
示
内
容
で
、
住
民
の
皆
様
か
ら
使
用
水
量
だ
け
で
は
な
く
、
生
の
水
道
料
金
を
表
示
し
て
ほ
し

い
と
の
要
望
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
改
良
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
水
道
使
用
水
量
に
よ
り
計
算
し
た
下
水
道
料
金
を

水
道
検
針
票
で
同
時
に
お
知
ら
せ
す
る
よ
う
シ
ス
テ
ム
全
体
を
変
更
し
た
い
と
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
四
目
・
前
方
地
区
管
理
費
、
十
三
節
・
委

託
料
一
万
八
千
円
は
新
設
し
ま
し
た
合
併
浄
化
槽
二
基
の
管
理
委
託
料
の
半
年
分
を
計
上
し
て
あ
り
ま
す
。
十
八
節
・
備
品
購
入
費
三
十
万
円
は

携
帯
用
の
水
質
検
査
機
器
二
台
分
の
購
入
費
の
計
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
項
・
総
務
管
理
費
の
補
正
後
の
総
額
を
二
千
百
七
十
一
万
六
千
円
と
し
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て
お
り
ま
す
。 

 
二
款
、
一
項
・
施
設
整
備
費
、
二
目
・
農
業
集
落
排
水
事
業
費
、
十
二
節
、
二
万
円
の
計
上
は
、
浄
化
槽
二
基
分
の
設
置
届
手
数
料
の
当
初
予

算
計
上
漏
れ
の
追
加
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
目
・
公
共
下
水
道
事
業
費
で
十
四
節
に
事
務
機
器
リ
ー
ス
料
不
足
分
三
万
四
千
円
を
計
上
。 

 

以
上
、
二
款
、
一
項
・
施
設
整
備
費
の
補
正
後
の
額
を
五
億
四
千
六
百
九
十
九
万
七
千
円
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

四
款
、
一
項
、
一
目
・
予
備
費
を
二
十
八
万
五
千
円
増
額
、
予
備
費
総
額
を
百
四
万
五
千
円
と
し
、
補
正
後
の
小
値
賀
町
下
水
道
事
業
特
別
会

計
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を
六
億
四
百
十
八
万
八
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
五
款
・
繰
越
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

次
に
移
り
ま
す
。 

 

第
二
款
・
施
設
整
備
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
四
款
・
予
備
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
五
十
一
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
五
十
一
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

 

日
程
第
七
、
議
案
第
五
十
二
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

局
長
に
議
案
を
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

（
事
務
局
長
朗
読
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

診
療
所
事
務
長 

診
療
所
事
務
長
（
大
黒
泰
三
） 

議
案
第
五
十
二
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
提

案
理
由
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
度
の
予
算
補
正
は
、
職
員
の
人
事
異
動
等
に
よ
る
人
件
費
の
調
整
、
施
設
の
修
繕
料
、
臨
床
検
査
技
師
業
務
負
担
金
及
び
旅
費
補
助
、
医

療
機
器
の
修
理
代
と
備
品
購
入
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

既
定
の
第
一
条
は
、
第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
示
し
ま
す
と
お
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
百
八
十
五
万
円
を
追
加
し
、
補
正
後
の
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総
額
を
四
億
一
千
四
百
八
十
五
万
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
そ
れ
で
は
、
説
明
書
事
項
別
明
細
書
の
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 
歳
入
で
は
、
四
款
・
繰
入
金
、
一
項
・
他
会
計
繰
入
金
、
二
目
・
一
般
会
計
繰
入
金
を
四
百
万
円
繰
り
戻
し
て
一
項
・
他
会
計
繰
入
金
の
補
正

後
の
総
額
を
五
千
八
百
十
万
円
に
し
て
お
り
ま
す
。 

 

五
款
、
一
項
、
一
目
・
繰
越
金
の
八
百
八
十
四
万
三
千
円
の
追
加
計
上
は
、
平
成
十
三
年
度
の
決
算
額
に
よ
る
前
年
度
繰
越
金
を
追
加
計
上
し

て
、
一
項
・
繰
越
金
の
補
正
後
の
総
額
を
一
千
八
十
四
万
三
千
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

六
款
・
諸
収
入
、
二
項
、
一
目
・
雑
入
で
七
千
円
増
額
調
整
し
、
二
項
・
雑
入
の
補
正
後
の
総
額
を
二
百
八
十
六
万
二
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

歳
出
の
補
正
で
は
、
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
施
設
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
は
人
件
費
で
百
三
十
七
万
四
千
円
の
減
額
補
正
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
四
月
の
人
事
異
動
に
よ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
一
節
・
需
用
費
で
修
繕
料
を
七
十
三
万
円
計
上
し
て
お
り
ま
す
が
、
厨
房
の
排
水

溝
が
ま
す
目
状
の
蓋
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
た
め
不
衛
生
な
た
め
密
閉
型
の
蓋
に
取
替
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
合
併
浄
化
槽
に
汚
物

以
外
の
不
純
物
が
混
入
い
た
し
ま
し
て
目
詰
ま
り
を
起
こ
し
、
ポ
ン
プ
が
破
損
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
破
砕
機
付
の
汚
泥
ポ
ン
プ
に
交
換
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
今
回
の
台
風
十
五
号
に
よ
り
施
設
の
換
気
扇
が
大
半
破
損
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
修
繕
料
で
ご
ざ
い
ま

す
。
十
二
節
・
役
務
費
は
、
汚
泥
の
引
抜
き
料
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
数
年
来
、
汚
泥
の
引
抜
き
を
し
て
い
な
い
た
め
汚
泥
が
堆
積
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
各
槽
の
汚
泥
を
順
次
引
抜
く
た
め
の
予
算
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
十
八
節
・
備
品
購
入
費
の
四
十
万
は
、
病
棟
及
び
洗
濯
場
の
洗

濯
機
と
厨
房
の
冷
蔵
庫
の
購
入
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
で
百
四
十
万
五
千
円
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
が
、
離
島
医

療
対
策
協
議
会
負
担
金
三
万
円
は
、
離
島
の
病
院
及
び
診
療
所
を
有
す
る
市
町
村
で
組
織
さ
れ
た
医
療
問
題
対
策
に
つ
い
て
の
協
議
会
で
ご
ざ
い

ま
し
て
、
本
年
八
月
七
日
に
発
足
し
て
お
り
ま
す
。
次
に
、
臨
床
検
査
業
務
負
担
金
及
び
臨
床
検
査
技
師
旅
費
補
助
は
、
検
査
技
師
が
お
産
休
暇

に
入
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
九
月
末
か
ら
十
二
月
末
ま
で
の
三
ヶ
月
間
、
毎
週
二
泊
三
日
で
上
五
島
病
院
の
検
査
技
師
に
応
援
を
依
頼
す
る
た
め

の
経
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。
医
師
招
へ
い
旅
費
補
助
三
十
六
万
六
千
円
は
、
当
初
予
算
漏
れ
に
よ
り
、
肝
臓
・
泌
尿
器
外
来
時
の
旅
費
補
助
を
計
上

し
、
一
項
・
施
設
管
理
費
の
補
正
後
の
総
額
を
二
億
二
十
万
三
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

二
款
、
一
項
・
医
業
費
、
一
目
・
医
業
用
機
械
器
具
購
入
費
で
、
十
一
節
・
需
用
費
百
五
十
万
円
の
計
上
は
、
入
院
患
者
用
の
吸
引
装
置
が
各

部
屋
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
吸
引
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
が
老
朽
化
の
た
め
劣
化
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
修
繕
料
と
し
て

百
万
円
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
胃
カ
メ
ラ
の
操
作
部
が
故
障
し
た
た
め
、
そ
の
修
繕
料
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
八
節
・
備
品
購
入
費
は
、
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高
圧
蒸
気
滅
菌
装
置
が
長
年
の
使
用
に
よ
り
装
置
内
部
の
管
体
が
破
損
し
、
使
用
不
能
に
な
り
ま
し
た
の
で
今
回
予
算
を
計
上
い
た
し
ま
し
て
、

一
項
・
医
業
費
の
補
正
後
の
総
額
を
一
億
九
千
五
百
三
十
五
万
八
千
円
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 
四
款
、
一
項
、
一
目
・
予
備
費
を
二
十
一
万
一
千
円
を
減
額
し
、
予
備
費
総
額
を
三
十
四
万
二
千
円
に
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
か
か
る
予
算
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
し
た
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
ほ
ど
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
四
款
・
繰
入
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
五
款
・
繰
越
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
六
款
・
諸
収
入 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総
務
費 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立

石

議

員 

四
番
（
立
石
隆
教
） 

一
目
の
二
節
、
三
節
の
と
こ
ろ
で
給
料
と
職
員
手
当
の
減
額
補
正
が
あ
り
ま
す
。
四
月
の
人
事
異
動
に
よ
る
も
の
と
い
う

説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
他
の
部
署
に
お
い
て
異
動
し
た
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
六
月
の
時
に
補
正
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
少
し
遅
れ
た
理
由
を
説

明
し
て
下
さ
い
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

診
療
所
事
務
長 

診
療
所
事
務
長
（
大
黒
泰
三
） 

本
来
六
月
の
補
正
で
す
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
け
ど
、
六
月
の
時
に
予
算
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
人
件

費
だ
け
と
い
う
の
も
な
ん
で
す
し
、
次
の
予
算
の
時
に
と
思
い
ま
し
て
上
げ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

次
に
移
り
ま
す
。 

 
第
二
款
・
医
業
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

第
四
款
・
予
備
費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 
こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
五
十
二
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
川
村
章
雄
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
五
十
二
号
、
平
成
十
四
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。 
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以
上
で
本
日
の
日
程
は
す
べ
て
終
了
し
ま
し
た
。 

 
本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
し
ま
す
。 

 
明
日
は
午
前
九
時
三
十
分
よ
り
開
議
を
し
ま
す
。 

 

― 

午 

前 
 
 

十
一
時 

二
十
分 

 
 

散 

会 

― 

    


